
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
規
則
の
制
定
に
関
す
る
要
綱
案

一

趣
旨

こ
の
規
則
は
、
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
し
、
刑
事
訴
訟
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
十
二

号
）
の
特
則
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

裁
判
員
裁
判
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
支
部

裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

定
め
ら
れ
た
地
方
裁
判
所
の
権
限
に
属
す
る
事
務
（
以
下
「
裁
判
員
裁
判
に
関
す
る
事
務
」
と
い
う
。
）
を
取
り
扱
う
地
方

裁
判
所
の
支
部
は
、
地
方
裁
判
所
及
び
家
庭
裁
判
所
支
部
設
置
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
四
号
）
第
一

条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
方
裁
判
所
の
支
部
に
限
る
も
の
と
し
、
そ
の
取
扱
区
域
は
、

同
表
の
下
欄
の
と
お
り
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

対
象
事
件
か
ら
の
除
外
に
つ
い
て
の
意
見
の
聴
取
（
法
第
三
条
関
係
）

法
第
三
条
第
一
項
の
決
定
又
は
同
項
の
請
求
を
却
下
す
る
決
定
を
す
る
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
職
権
で
こ
れ
を
す
る
場
合

に
は
検
察
官
及
び
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意
見
を
、
請
求
に
よ
り
こ
れ
を
す
る
場
合
に
は
相
手
方
又
は
そ
の
弁
護
人
の
意
見



を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

対
象
事
件
か
ら
の
除
外
に
関
す
る
決
定
の
手
続
（
法
第
三
条
関
係
）

１

法
第
三
条
第
一
項
の
決
定
及
び
同
項
の
請
求
を
却
下
す
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
規
則
第
三
十
三
条
第
三
項
及

び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
四
条
の
規
定
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

法
第
三
条
第
一
項
の
決
定
及
び
同
項
の
請
求
を
却
下
す
る
決
定
を
検
察
官
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
面
前
に
お
い
て
言

い
渡
し
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
は
こ
れ
を
送
達
し
、
又
は
通
知
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

五

対
象
事
件
か
ら
の
除
外
に
関
す
る
決
定
に
対
す
る
即
時
抗
告
（
法
第
三
条
関
係
）

法
第
三
条
第
六
項
の
即
時
抗
告
に
つ
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
規
則
第
二
百
七
十
一
条
及
び
第
二
百
七
十
二
条
の
規
定
を
準
用

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

六

裁
判
員
等
の
旅
費
（
法
第
十
一
条
等
関
係
）

１

裁
判
員
、
補
充
裁
判
員
及
び
裁
判
員
等
選
任
手
続
（
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
裁
判
員
等
選
任
手
続
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
期
日
に
出
頭
し
た
裁
判
員
候
補
者
（
以
下
「
裁
判
員
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の
旅
費
は
、
鉄
道
賃
、
船

賃
、
路
程
賃
及
び
航
空
賃
の
四
種
と
し
、
鉄
道
賃
は
鉄
道
の
便
の
あ
る
区
間
の
陸
路
旅
行
に
、
船
賃
は
船
舶
の
便
の
あ
る



区
間
の
水
路
旅
行
に
、
路
程
賃
は
鉄
道
の
便
の
な
い
区
間
の
陸
路
旅
行
又
は
船
舶
の
便
の
な
い
区
間
の
水
路
旅
行
に
、
航

空
賃
は
航
空
機
を
利
用
す
べ
き
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
航
空
旅
行
に
つ
い
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

鉄
道
賃
及
び
船
賃
は
旅
行
区
間
の
路
程
に
応
ず
る
旅
客
運
賃
（
は
し
け
賃
及
び
さ
ん
橋
賃
を
含
む
も
の
と
し
、
運
賃
に

等
級
を
設
け
る
線
路
又
は
船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
運
賃
の
等
級
を
三
階
級
に
区
分
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
中
級

の
、
運
賃
の
等
級
を
二
階
級
に
区
分
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
下
級
の
運
賃
）
、
急
行
料
金
（
特
別
急
行
列
車
を
運
行
す
る

線
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
は
特
別
急
行
料
金
、
普
通
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線

路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
は
普
通
急
行
料
金
）
及
び
座
席
指
定
料
金
（
座
席
指

定
料
金
を
徴
す
る
普
通
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
又
は
座

席
指
定
料
金
を
徴
す
る
船
舶
を
運
行
す
る
航
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
の
場
合
の
座
席
指
定
料
金
に
限
る
。
）
に
よ
っ
て
、

路
程
賃
は
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
十
七
円
の
額
（
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
路
程
の
端
数
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

る
。
）
に
よ
っ
て
、
航
空
賃
は
現
に
支
払
っ
た
旅
客
運
賃
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
算
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
２
に
定
め
る
額
の
路
程
賃
で
旅
行
の
実
費
を
支
弁
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
に
は
、
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
路
程
賃
の
額
は
、
実
費
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
定
め
る
も
の
と
す
る



こ
と
。

七

裁
判
員
等
の
日
当
（
法
第
十
一
条
等
関
係
）

１

裁
判
員
等
の
日
当
は
、
出
頭
又
は
職
務
及
び
そ
れ
ら
の
た
め
の
旅
行
（
以
下
「
出
頭
等
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
日
数

に
応
じ
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

日
当
の
額
は
、
裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
○
円
以
内
に
お
い
て
、
裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期

日
に
出
頭
し
た
裁
判
員
候
補
者
に
つ
い
て
は
一
日
当
た
り
○
円
以
内
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

八

裁
判
員
等
の
宿
泊
料
（
法
第
十
一
条
等
関
係
）

１

裁
判
員
等
の
宿
泊
料
は
、
出
頭
等
に
必
要
な
夜
数
に
応
じ
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

宿
泊
料
の
額
は
、
一
夜
当
た
り
、
宿
泊
地
が
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十

四
号
）
別
表
第
一
に
定
め
る
甲
地
方
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
八
千
七
百
円
、
乙
地
方
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
七
千
八

百
円
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

九

旅
費
等
の
計
算
（
法
第
十
一
条
等
関
係
）

旅
費
（
航
空
賃
を
除
く
。
）
並
び
に
日
当
及
び
宿
泊
料
の
計
算
上
の
旅
行
日
数
は
、
最
も
経
済
的
な
通
常
の
経
路
及
び
方



法
に
よ
っ
て
旅
行
し
た
場
合
の
例
に
よ
り
計
算
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ

り
最
も
経
済
的
な
通
常
の
経
路
又
は
方
法
に
よ
っ
て
旅
行
し
難
い
場
合
に
は
、
そ
の
現
に
よ
っ
た
経
路
及
び
方
法
に
よ
っ
て

計
算
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十

裁
判
員
候
補
者
の
本
籍
照
会
回
答
の
方
法
（
法
第
十
二
条
関
係
）

地
方
裁
判
所
か
ら
裁
判
員
候
補
者
に
つ
い
て
本
籍
の
照
会
を
受
け
た
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
区
と
す
る
。
以
下
同

じ
。
）
は
、
当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
当
該
地
方
裁
判
所
に
送
付
す
る
裁
判
員
候
補
者
予
定
者
名
簿
に
付
し
て
本

籍
を
回
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
一

裁
判
員
候
補
者
の
員
数
の
算
定
及
び
割
当
て
（
法
第
二
十
条
関
係
）

１

地
方
裁
判
所
は
、
次
年
に
必
要
な
裁
判
員
候
補
者
の
員
数
を
算
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
対
象
事
件
（
法
第
二
条
第
三

項
に
規
定
す
る
対
象
事
件
を
い
う
。
）
の
取
扱
状
況
、
呼
出
し
を
受
け
た
裁
判
員
候
補
者
の
出
頭
状
況
、
法
第
三
十
四
条

第
七
項
の
規
定
に
よ
る
不
選
任
の
決
定
が
あ
っ
た
裁
判
員
候
補
者
の
数
そ
の
他
の
裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
の
選
任
状
況

並
び
に
裁
判
員
候
補
者
名
簿
に
記
載
を
さ
れ
た
者
の
数
の
状
況
そ
の
他
の
事
項
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す



る
こ
と
。

２

地
方
裁
判
所
が
１
の
裁
判
員
候
補
者
の
員
数
を
そ
の
管
轄
区
域
内
の
市
町
村
に
割
り
当
て
る
に
当
た
っ
て
は
、
各
市
町

村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数
を
照
会
し
た
上
で
、
１
の
員
数
の
う
ち
、
ま

ず
一
人
ず
つ
を
各
市
町
村
に
割
り
当
て
、
そ
の
残
員
数
は
、
各
市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
数
の
当

該
地
方
裁
判
所
の
管
轄
区
域
内
に
お
け
る
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数
に
対
す
る
割
合
に
応
じ
て
、
こ
れ

を
各
市
町
村
に
割
り
当
て
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た

と
き
は
、
裁
判
員
候
補
者
の
総
員
数
が
１
の
員
数
に
満
ち
る
ま
で
、
端
数
の
大
き
い
市
町
村
か
ら
順
次
に
、
こ
れ
を
一
人

に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

地
方
裁
判
所
の
支
部
に
お
い
て
裁
判
員
裁
判
に
関
す
る
事
務
を
取
り
扱
う
場
合
に
お
い
て
、
次
年
に
必
要
な
裁
判
員
候

補
者
の
員
数
を
算
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
裁
判
員
裁
判
に
関
す
る
事
務
を
取
り
扱
う
支
部
（
以
下
「
取
扱
支
部
」
と
い

う
。
）
は
そ
の
取
扱
区
域
内
に
お
い
て
、
取
扱
支
部
を
除
く
地
方
裁
判
所
は
取
扱
支
部
の
取
扱
区
域
を
除
く
管
轄
区
域
内

に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
１
に
規
定
す
る
事
項
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

３
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
員
候
補
者
の
員
数
を
管
轄
区
域
内
の
市
町
村
に
割
り
当
て
る
に
当
た
っ
て
は
、
取
扱
支
部



は
そ
の
取
扱
区
域
内
の
市
町
村
に
お
い
て
、
取
扱
支
部
を
除
く
地
方
裁
判
所
は
取
扱
支
部
の
取
扱
区
域
を
除
く
管
轄
区
域

内
の
市
町
村
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
２
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
二

裁
判
員
候
補
者
名
簿
の
調
製
等
（
法
第
二
十
三
条
関
係
）

１

裁
判
員
候
補
者
名
簿
は
、
別
記
様
式
に
よ
り
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

地
方
裁
判
所
の
支
部
に
お
い
て
裁
判
員
裁
判
に
関
す
る
事
務
を
取
り
扱
う
場
合
に
は
、
裁
判
員
候
補
者
名
簿
は
、
取
扱

支
部
及
び
取
扱
支
部
を
除
く
地
方
裁
判
所
に
区
分
し
て
調
製
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
取
扱
支

部
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿
は
そ
の
取
扱
区
域
内
の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
送
付
を
受
け
た
裁
判
員
候
補
者
予
定

者
名
簿
に
基
づ
い
て
、
取
扱
支
部
を
除
く
地
方
裁
判
所
の
裁
判
員
候
補
者
名
簿
は
取
扱
支
部
の
取
扱
区
域
を
除
く
管
轄
区

域
内
の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
送
付
を
受
け
た
裁
判
員
候
補
者
予
定
者
名
簿
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
調
製
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

裁
判
員
候
補
者
予
定
者
名
簿
及
び
裁
判
員
候
補
者
名
簿
は
、
こ
れ
ら
に
記
載
を
さ
れ
た
者
が
自
己
に
関
す
る
情
報
が
記

載
さ
れ
て
い
る
部
分
の
開
示
を
求
め
る
場
合
を
除
い
て
は
、
こ
れ
を
開
示
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
三

裁
判
員
候
補
者
名
簿
か
ら
の
消
除
（
法
第
二
十
三
条
等
関
係
）



地
方
裁
判
所
が
法
第
二
十
三
条
第
三
項
（
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
十
五
１

に
お
い



て
同
じ
。
）
又
は
第
二
十
九
条
第
三
項
本
文
（
法
第
三
十
八
条
第
二
項
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
裁
判
員
候
補
者
を
裁
判
員
候

補
者
名
簿
か
ら
消
除
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
裁
判
員
候
補
者
を
消
除
し
た
こ
と
が
明
確
で
あ
り
、
か
つ
、
消
除
さ
れ
た

文
字
の
字
体
（
法
第
二
十
三
条
第
二
項
（
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
磁

気
デ
ィ
ス
ク
を
も
っ
て
調
製
す
る
裁
判
員
候
補
者
名
簿
に
あ
っ
て
は
、
消
除
さ
れ
た
記
録
）
が
な
お
明
ら
か
と
な
る
よ
う
な

方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
四

裁
判
員
候
補
者
の
補
充
の
場
合
の
措
置
（
法
第
二
十
四
条
関
係
）

１

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
補
充
す
る
裁
判
員
候
補
者
の
員
数
の
割
当
て
に
つ
い
て
は
、
十
一
２
及
び
４
の

規
定
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
裁
判
員
候
補
者
名
簿
に

つ
い
て
は
、
十
二
の
規
定
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
五

地
方
裁
判
所
に
よ
る
調
査



１

地
方
裁
判
所
は
、
法
第
二
十
三
条
第
一
項
（
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
裁
判
員
候
補
者
名
簿
の
調
製
を
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
す
る
た
め
、
裁
判
員
候

補
者
に
対
し
、
調
査
票
を
用
い
て
必
要
な
質
問
を
し
、
又
は
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

こ
と
。法

第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
員
候
補
者
名
簿
か
ら
消
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
該
当
す
る
か



ど
う
か
。

法
第
二
十
六
条
第
三
項
（
法
第
二
十
八
条
第
二
項
（
法
第
三
十
八
条
第
二
項
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準



用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の

に
お
い
て
同



じ
。
）
、
第
三
十
八
条
第
二
項
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の

に
お
い
て



同
じ
。
）
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
十
六
及
び
二
十
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規

定
に
よ
り
呼
び
出
す
べ
き
裁
判
員
候
補
者
と
し
て
選
定
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
法
第
二
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
法

第
二
十
八
条
第
二
項
、
第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
呼
び
出
す
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
さ
れ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
か
ど
う
か
。



２

１
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
調
査
票
及
び
資
料
に
つ
い
て
は
、
十
二
３
の
規
定
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
六

呼
び
出
す
べ
き
裁
判
員
候
補
者
の
選
定
録
の
作
成
（
法
第
二
十
六
条
関
係
）

地
方
裁
判
所
は
、
法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
呼
び
出
す
べ
き
裁
判
員
候
補
者
を
選
定
し
た
と
き
は
、
選
定
録

を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
七

裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
の
通
知
（
法
第
二
十
七
条
関
係
）

裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
は
、
こ
れ
を
検
察
官
及
び
弁
護
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
八

呼
出
状
の
記
載
事
項
（
法
第
二
十
七
条
関
係
）

裁
判
員
候
補
者
に
対
す
る
呼
出
状
に
は
、
法
第
二
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
職
務
従
事
予
定
期
間
（
同

条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
務
従
事
予
定
期
間
を
い
う
。
）
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

十
九

呼
出
状
の
発
送
時
期

裁
判
所
は
、
裁
判
員
候
補
者
を
呼
び
出
す
と
き
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
の
六
週
間

前
ま
で
に
呼
出
状
を
発
送
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
十

呼
出
し
の
猶
予
期
間
（
法
第
二
十
七
条
関
係
）



裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
と
裁
判
員
候
補
者
に
対
す
る
呼
出
状
の
送
達
と
の
間
に
は
、
少
な
く
と
も
二
週
間
の
猶
予
を

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
十
一

裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
の
変
更

１

裁
判
所
は
、
検
察
官
若
し
く
は
弁
護
人
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
を
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

検
察
官
及
び
弁
護
人
は
、
裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
の
変
更
を
必
要
と
す
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
裁

判
所
に
対
し
、
そ
の
事
由
及
び
そ
れ
が
継
続
す
る
見
込
み
の
期
間
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
、
か
つ
、
診
断
書
そ
の
他
の

資
料
に
よ
り
こ
れ
を
疎
明
し
て
、
期
日
の
変
更
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

裁
判
所
は
、
２
の
事
由
を
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
る
場
合
の
ほ
か
は
、
２
の
請
求
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。

４

裁
判
所
は
、
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
場
合
の
ほ
か
は
、
裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。

５

裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
を
変
更
す
る
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
職
権
で
こ
れ
を
す
る
場
合
に
は
検
察
官
及
び



弁
護
人
の
意
見
を
、
請
求
に
よ
り
こ
れ
を
す
る
場
合
に
は
相
手
方
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

６

裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
の
変
更
に
つ
い
て
の
決
定
は
、
こ
れ
を
送
達
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

７

裁
判
所
は
、
裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
を
変
更
す
る
決
定
を
し
た
場
合
に
は
、
呼
び
出
し
た
裁
判
員
候
補
者
に
そ
の

旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
十
二

質
問
票
の
記
載
事
項
（
法
第
三
十
条
関
係
）

裁
判
員
候
補
者
に
対
す
る
質
問
票
に
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
判
断
に
必
要
な
質
問
、
質
問
票
を
返
送
し
、

又
は
持
参
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
及
び
そ
の
期
限
並
び
に
質
問
票
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て
は
な
ら
な
い
旨
の
ほ
か
、
質
問

票
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て
裁
判
所
に
提
出
し
た
と
き
は
罰
金
又
は
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
十
三

資
料
の
提
出
の
求
め

裁
判
所
は
、
法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
裁
判
員
候
補
者
に
つ
い
て
、
法
第
三
十
条
第
一
項
に
規

定
す
る
判
断
を
す
る
た
め
、
裁
判
員
候
補
者
に
対
し
、
必
要
な
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
十
四

裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
に
お
け
る
決
定
等
の
告
知



裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
に
お
い
て
し
た
決
定
又
は
命
令
は
、
こ
れ
を
検
察
官
、
被
告
人
又
は
弁
護
人
及
び
そ
の
他
の

訴
訟
関
係
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
期
日
に
立
ち
会
っ
た
訴
訟
関
係
人
に
は
通

知
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
十
五

裁
判
員
等
選
任
手
続
調
書
の
作
成

裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
に
お
け
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
裁
判
員
等
選
任
手
続
調
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。

二
十
六

裁
判
員
等
選
任
手
続
調
書
の
記
載
要
件

１

裁
判
員
等
選
任
手
続
調
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

被
告
事
件
名
及
び
被
告
人
の
氏
名



裁
判
員
等
選
任
手
続
を
し
た
裁
判
所
、
年
月
日
及
び
場
所



裁
判
官
及
び
裁
判
所
書
記
官
の
官
氏
名



出
席
し
た
検
察
官
の
官
氏
名



出
席
し
た
被
告
人
、
弁
護
人
及
び
補
佐
人
の
氏
名





出
頭
し
た
裁
判
員
候
補
者
の
氏
名



裁
判
員
候
補
者
に
対
す
る
質
問
及
び
そ
の
陳
述



裁
判
員
候
補
者
が
質
問
に
対
す
る
陳
述
を
拒
ん
だ
こ
と
及
び
そ
の
理
由



不
選
任
の
決
定
の
請
求
そ
の
他
の
申
立
て



法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
異
議
の
申
立
て
及
び
そ
の
理
由



裁
判
員
又
は
補
充
裁
判
員
が
宣
誓
を
拒
ん
だ
こ
と
及
び
そ
の
理
由



出
頭
し
た
通
訳
人
の
氏
名



通
訳
人
の
尋
問
及
び
供
述



決
定
及
び
命
令
（
刑
事
訴
訟
規
則
第
二
十
五
条
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
立
て
、
請
求
、
尋
問
又
は
陳
述
に
係
る



許
可
を
除
く
。
）

裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
の
氏
名
並
び
に
公
判
調
書
、
刑
事
訴
訟
規
則
第
三
十
八
条
の
調
書
及
び
検
証
調
書
に
記
載



さ
れ
る
べ
き
こ
れ
ら
の
者
の
符
号

２

１
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
事
項
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
に
お
け
る
手
続
中
、
裁
判
長
（
法
第
二
条



第
三
項
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
合
議
体
が
構
成
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
裁
判
官
。
二
十
七

１
及
び
４
、
二
十
九
２
並
び
に
三
十
三
１

及
び
２

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
訴
訟
関
係
人
の
請
求
に
よ
り
又
は
職
権
で





記
載
を
命
じ
た
事
項
は
、
こ
れ
を
裁
判
員
等
選
任
手
続
調
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
十
七

裁
判
員
等
選
任
手
続
調
書
の
署
名
押
印
、
認
印

１

裁
判
員
等
選
任
手
続
調
書
に
は
、
裁
判
所
書
記
官
が
署
名
押
印
し
、
裁
判
長
が
認
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
。

２

裁
判
長
に
差
し
支
え
が
あ
る
と
き
は
、
他
の
裁
判
官
の
一
人
が
、
そ
の
事
由
を
付
記
し
て
認
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。

３

法
第
二
条
第
三
項
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
長
（
同
項
に
規
定
す
る
合
議
体
が
構
成
さ
れ
る
ま
で
の
間

は
、
裁
判
官
）
に
差
し
支
え
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
が
、
そ
の
事
由
を
付
記
し
て
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

裁
判
所
書
記
官
に
差
し
支
え
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
長
が
、
そ
の
事
由
を
付
記
し
て
認
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。



二
十
八

裁
判
員
等
選
任
手
続
調
書
の
整
理

裁
判
員
等
選
任
手
続
調
書
は
、
各
裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
後
速
や
か
に
、
遅
く
と
も
直
後
の
公
判
期
日
の
調
書
の
整

理
期
限
ま
で
に
こ
れ
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
十
九

裁
判
員
等
選
任
手
続
調
書
の
記
載
に
対
す
る
異
議
申
立
て

１

検
察
官
又
は
弁
護
人
は
、
裁
判
員
等
選
任
手
続
調
書
の
記
載
の
正
確
性
に
つ
き
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

２

１
の
異
議
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
申
立
て
の
年
月
日
及
び
そ
の
要
旨
を
調
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
書
記
官
が
そ
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
長
の
意
見
を
調
書
に
記
載
し
て
署

名
押
印
し
、
裁
判
長
が
認
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

１
の
異
議
の
申
立
て
は
、
遅
く
と
も
直
後
の
公
判
期
日
の
調
書
の
記
載
の
正
確
性
に
つ
い
て
の
異
議
の
申
立
期
間
の
終

期
ま
で
に
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
十

裁
判
員
等
選
任
手
続
調
書
の
証
明
力

裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
に
お
け
る
手
続
で
裁
判
員
等
選
任
手
続
調
書
に
記
載
さ
れ
た
も
の
は
、
裁
判
員
等
選
任
手
続



調
書
の
み
に
よ
っ
て
こ
れ
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
十
一

不
選
任
の
決
定
の
請
求
を
却
下
す
る
決
定
に
対
す
る
異
議
の
申
立
て
の
手
続
（
法
第
三
十
五
条
関
係
）

１

法
第
三
十
五
条
第
一
項
（
法
第
三
十
八
条
第
二
項
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

び
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
三
十
一
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
異
議
の
申
立
て
に

つ
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
規
則
第
二
百
七
十
一
条
及
び
第
二
百
七
十
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
は
、
こ
れ
を
検
察
官
及
び
被
告
人
又
は
弁
護
人
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
異
議
の
申
立
て
を
受
け
た
地
方
裁
判
所
が
不
選
任
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該

異
議
の
申
立
て
に
係
る
裁
判
員
候
補
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
十
二

理
由
を
示
さ
な
い
不
選
任
の
請
求
の
順
序
（
法
第
三
十
六
条
関
係
）

１

裁
判
所
は
、
検
察
官
及
び
被
告
人
が
理
由
を
示
さ
な
い
不
選
任
の
請
求
（
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
理
由
を

示
さ
な
い
不
選
任
の
請
求
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
検
察
官
及
び
被
告
人
に
対
し
、
交
互
に
そ

れ
ぞ
れ
一
人
の
裁
判
員
候
補
者
に
つ
い
て
理
由
を
示
さ
な
い
不
選
任
の
請
求
を
す
る
機
会
を
与
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



２

検
察
官
及
び
被
告
人
が
理
由
を
示
さ
な
い
不
選
任
の
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
相
手
方
に
対
し
、
理
由
を
示
さ
な
い
不

選
任
の
請
求
を
し
た
裁
判
員
候
補
者
を
知
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

裁
判
所
は
、
ま
ず
検
察
官
に
対
し
、
理
由
を
示
さ
な
い
不
選
任
の
請
求
を
す
る
機
会
を
与
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

裁
判
所
は
、
被
告
人
が
数
人
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
被
告
人
に
対
し
理
由
を
示
さ
な
い
不
選
任
の
請
求
を
す
る
機
会
を

与
え
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
順
序
に
従
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

５

検
察
官
及
び
被
告
人
は
、
理
由
を
示
さ
な
い
不
選
任
の
請
求
を
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
理
由
を
示

さ
な
い
不
選
任
の
請
求
を
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
以
後
理
由
を
示
さ
な
い
不
選
任
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。

三
十
三

裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
の
選
任
方
法
（
法
第
三
十
七
条
関
係
）

１

裁
判
所
は
、
裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
を
選
任
す
る
決
定
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
順
序
に
従
っ
て
裁
判
員
等
選

任
手
続
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

裁
判
長
は
、
裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
に
出
頭
し
た
裁
判
員
候
補
者
の
う
ち
、
質
問
を
す
る
必
要
が
あ
る
す
べ
て



の
裁
判
員
候
補
者
に
対
し
質
問
を
す
る
。
た
だ
し
、
裁
判
所
は
、
法
第
三
十
四
条
第
四
項
又
は
第
七
項
（
こ
れ
ら
の
規



定
を
法
第
三
十
八
条
第
二
項
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
七
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
三
十
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
不
選
任
の
決
定
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
裁
判
員
候
補
者
に
つ
い
て
、
質
問
を
す
る
必
要
が
あ
る
す
べ
て
の
裁
判
員
候
補
者
に
対
す
る
質
問
を

終
え
る
ま
で
不
選
任
の
決
定
を
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
質
問
を
終
え
る
前
に
不
選
任
の

決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

裁
判
所
は
、
質
問
を
し
た
裁
判
員
候
補
者
の
う
ち
、
法
第
三
十
四
条
第
四
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
不
選
任
の



決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
裁
判
員
候
補
者
に
つ
い
て
不
選
任
の
決
定
を
す
る
。

検
察
官
及
び
被
告
人
は
、
法
第
三
十
四
条
第
四
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
不
選
任
の
決
定
が
さ
れ
な
か
っ
た
裁



判
員
候
補
者
に
つ
い
て
、
理
由
を
示
さ
な
い
不
選
任
の
請
求
を
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
不
選
任
の
決

定
が
さ
れ
な
か
っ
た
裁
判
員
候
補
者
の
員
数
が
、
選
任
す
べ
き
裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
の
員
数
並
び
に
検
察
官
及
び

被
告
人
が
そ
れ
ぞ
れ
理
由
を
示
さ
な
い
不
選
任
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
員
数
の
合
計
数
を
超
え
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
裁
判
所
が
、
そ
の
裁
判
員
候
補
者
の
中
か
ら
、
く
じ
で
、
そ
の
合
計
数
の
裁
判
員
候
補
者
を
選
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
検
察
官
及
び
被
告
人
は
、
選
定
さ
れ
た
裁
判
員
候
補
者
に
つ
い
て
、
理
由
を
示
さ
な
い
不
選



任
の
請
求
を
す
る
。

裁
判
所
は
、
不
選
任
の
決
定
が
さ
れ
な
か
っ
た
裁
判
員
候
補
者
（

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、







た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
裁
判
員
候
補
者
の
う
ち
理
由
を
示
さ
な
い
不
選
任
の
請
求
に
よ
る
不
選
任
の
決

定
が
さ
れ
な
か
っ
た
裁
判
員
候
補
者
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
、
く
じ
で
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
（
法
第
三
十



八
条
第
二
項
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
２

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
員
数
の
裁
判
員
を
選
任
す
る
決
定
を
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
裁
判
員



候
補
者
の
員
数
が
こ
れ
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
員
数
の
裁
判
員
を
選
任
す
る
決
定
を
す
る
。

裁
判
所
は
、
補
充
裁
判
員
を
置
く
と
き
は
、
そ
の
余
の
不
選
任
の
決
定
が
さ
れ
な
か
っ
た
裁
判
員
候
補
者
か
ら
、
く



じ
で
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
（
法
第
三
十
八
条
第
二
項
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
２

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
員
数
の



補
充
裁
判
員
を
裁
判
員
に
選
任
さ
れ
る
べ
き
順
序
を
定
め
て
選
任
す
る
決
定
を
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
裁
判
員
候
補
者

の
員
数
が
こ
れ
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
員
数
の
補
充
裁
判
員
を
裁
判
員
に
選
任
さ
れ
る
べ
き
順
序
を
く
じ
で
定
め

て
選
任
す
る
決
定
を
す
る
。



２

裁
判
所
は
、
裁
判
員
候
補
者
の
出
頭
状
況
、
質
問
票
の
記
載
状
況
等
に
照
ら
し
、
裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
に
出
頭

し
た
裁
判
員
候
補
者
の
う
ち
質
問
を
す
る
必
要
が
あ
る
す
べ
て
の
裁
判
員
候
補
者
に
対
し
質
問
を
す
る
こ
と
が
、
迅
速
に

裁
判
員
等
選
任
手
続
を
終
え
る
た
め
に
相
当
で
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
の
は
じ
め
に
、

次
の
順
序
に
従
っ
て
裁
判
員
等
選
任
手
続
を
行
う
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

裁
判
所
は
、
裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
に
出
頭
し
た
裁
判
員
候
補
者
に
つ
い
て
、
く
じ
で
、
裁
判
員
及
び
補
充
裁



判
員
に
選
任
さ
れ
る
べ
き
順
序
を
定
め
る
。

裁
判
長
は
、

の
順
序
に
従
い
、
質
問
を
す
る
必
要
が
あ
る
裁
判
員
候
補
者
に
対
し
質
問
を
す
る
。





裁
判
所
は
、

の
規
定
に
よ
り
裁
判
員
候
補
者
が
質
問
を
受
け
る
ご
と
に
、
法
第
三
十
四
条
第
四
項
又
は
第
七
項
の





規
定
に
よ
り
不
選
任
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
を
判
断
し
、
不
選
任
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
裁
判
員
候
補
者
に
つ
い
て
は
不
選
任
の
決
定
を
す
る
。

検
察
官
及
び
被
告
人
は
、
質
問
を
受
け
、
か
つ
、

の
不
選
任
の
決
定
が
さ
れ
な
か
っ
た
裁
判
員
候
補
者
の
員
数
が
、





選
任
す
べ
き
裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
の
員
数
並
び
に
検
察
官
及
び
被
告
人
が
そ
れ
ぞ
れ
理
由
を
示
さ
な
い
不
選
任
の

請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
員
数
の
合
計
数
に
満
ち
た
と
き
は
、
質
問
を
受
け
、
か
つ
、

の
不
選
任
の
決
定
が
さ
れ





な
か
っ
た
裁
判
員
候
補
者
に
つ
い
て
、
理
由
を
示
さ
な
い
不
選
任
の
請
求
を
す
る
。
た
だ
し
、
質
問
を
す
る
必
要
が
あ

る
す
べ
て
の
裁
判
員
候
補
者
に
対
し
質
問
を
し
た
場
合
は
、
そ
の
合
計
数
に
満
た
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
、
検
察
官
及

び
被
告
人
は
、

の
不
選
任
の
決
定
が
さ
れ
な
か
っ
た
裁
判
員
候
補
者
に
つ
い
て
、
理
由
を
示
さ
な
い
不
選
任
の
請
求



を
す
る
。

裁
判
所
は
、
質
問
を
受
け
、
か
つ
、
不
選
任
の
決
定
が
さ
れ
な
か
っ
た
裁
判
員
候
補
者
か
ら
、

の
順
序
に
従
い
、





法
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
員
数
の
裁
判
員
を
選
任
す
る
決
定
を
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
裁
判
員
候
補
者
の
員

数
が
こ
れ
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
員
数
の
裁
判
員
を
選
任
す
る
決
定
を
す
る
。

裁
判
所
は
、
補
充
裁
判
員
を
置
く
と
き
は
、
質
問
を
受
け
、
か
つ
、
不
選
任
の
決
定
が
さ
れ
な
か
っ
た
そ
の
余
の
裁



判
員
候
補
者
か
ら
、

の
順
序
に
従
い
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
員
数
（
当
該
裁
判
員
候
補
者
の
員
数
が



こ
れ
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
員
数
）
の
補
充
裁
判
員
を
裁
判
員
に
選
任
さ
れ
る
べ
き
順
序
を
定
め
て
選
任
す
る
決

定
を
す
る
。

３

裁
判
所
は
、
裁
判
員
候
補
者
の
出
頭
状
況
、
質
問
票
の
記
載
状
況
等
に
照
ら
し
、
法
第
三
十
七
条
第
三
項
（
法
第
三
十

八
条
第
二
項
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用



す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
不
選
任
の
決
定
が
さ
れ
る
裁
判
員
候
補
者
が
存
す
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、

裁
判
員
等
選
任
手
続
の
期
日
の
は
じ
め
に
、
く
じ
で
、
質
問
を
受
け
る
べ
き
裁
判
員
候
補
者
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

三
十
四

裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
に
対
す
る
説
明
（
法
第
三
十
九
条
関
係
）

裁
判
長
は
、
裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
に
対
し
、
そ
の
権
限
及
び
義
務
の
ほ
か
、
事
実
の
認
定
は
証
拠
に
よ
る
こ
と
、
被

告
事
件
に
つ
い
て
犯
罪
の
証
明
を
す
べ
き
者
及
び
事
実
の
認
定
に
必
要
な
証
明
の
程
度
に
つ
い
て
説
明
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

三
十
五

宣
誓
の
方
式
（
法
第
三
十
九
条
関
係
）

１

宣
誓
は
、
宣
誓
書
に
よ
り
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

宣
誓
書
に
は
、
法
令
に
従
い
公
平
誠
実
に
そ
の
職
務
を
行
う
こ
と
を
誓
う
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
。

３

裁
判
長
は
、
裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
に
宣
誓
書
を
朗
読
さ
せ
、
か
つ
、
こ
れ
に
署
名
押
印
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。
裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
が
宣
誓
書
を
朗
読
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
裁
判
長
は
、
裁
判
所



書
記
官
に
こ
れ
を
朗
読
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

４

宣
誓
は
、
起
立
し
て
厳
粛
に
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

５

宣
誓
は
、
各
別
に
こ
れ
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
十
六

裁
判
員
又
は
補
充
裁
判
員
の
解
任
に
つ
い
て
の
意
見
の
聴
取
（
法
第
四
十
一
条
等
関
係
）

１

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
請
求
に
つ
い
て
の
決
定
を
す
る
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
相
手
方
又
は
そ
の
弁
護
人
の
意
見
を

聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

法
第
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
す
る
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
検
察
官
及
び
被
告
人
又
は
弁

護
人
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
十
七

裁
判
員
又
は
補
充
裁
判
員
を
解
任
す
る
決
定
の
告
知
（
法
第
四
十
一
条
等
関
係
）

裁
判
員
又
は
補
充
裁
判
員
を
解
任
す
る
決
定
は
、
こ
れ
を
当
該
裁
判
員
又
は
補
充
裁
判
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
。

三
十
八

解
任
の
請
求
を
却
下
す
る
決
定
に
対
す
る
異
議
の
申
立
て
の
手
続
（
法
第
四
十
二
条
関
係
）

１

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
規
則
第
二
百
七
十
一
条
及
び
第
二
百
七
十
二
条
の



規
定
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
は
、
こ
れ
を
検
察
官
及
び
被
告
人
又
は
弁
護
人
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
十
九

第
一
回
の
公
判
期
日
前
の
鑑
定
に
つ
い
て
の
意
見
の
聴
取
（
法
第
五
十
条
関
係
）

鑑
定
手
続
実
施
決
定
（
法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鑑
定
手
続
実
施
決
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
同
項
の
請

求
を
却
下
す
る
決
定
を
す
る
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
職
権
で
こ
れ
を
す
る
場
合
に
は
検
察
官
及
び
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
意

見
を
、
請
求
に
よ
り
こ
れ
を
す
る
場
合
に
は
相
手
方
又
は
そ
の
弁
護
人
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
。

四
十

立
証
及
び
弁
論
に
お
け
る
配
慮

検
察
官
及
び
弁
護
人
は
、
裁
判
員
が
審
理
の
内
容
を
踏
ま
え
て
自
ら
の
意
見
を
形
成
で
き
る
よ
う
、
裁
判
員
に
分
か
り
や

す
い
立
証
及
び
弁
論
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
十
一

刑
事
訴
訟
規
則
の
適
用
に
関
す
る
特
例

法
第
二
条
第
一
項
の
合
議
体
で
事
件
が
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
刑
事
訴
訟
規
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次



の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

第
百
六
条
第
一
項

裁
判
官

裁
判
官
又
は
裁
判
官
及
び
裁
判
員

第
百
六
十
六
条
た
だ
し
書

裁
判
官

裁
判
官
又
は
裁
判
員

第
百
七
十
八
条
の
十
第
二
項
、

合
議
体
の
構
成
員

合
議
体
の
構
成
員
で
あ
る
裁
判
官

第
百
八
十
七
条
の
三
第
三
項
、

第
二
百
十
七
条
の
十
一
（
第
二

百
十
七
条
の
二
十
七
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）



第
百
九
十
九
条
の
八
、
第
百

裁
判
長
又
は
陪
席
の
裁
判
官

裁
判
長
、
陪
席
の
裁
判
官
又
は
裁
判
員

九
十
九
条
の
九

四
十
二

証
人
等
の
尋
問
調
書
及
び
検
証
調
書

刑
事
訴
訟
規
則
第
三
十
八
条
の
調
書
及
び
検
証
調
書
に
は
、
立
ち
会
っ
た
裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
の
氏
名
の
記
載
に
代

え
て
、
こ
れ
ら
の
者
の
二
十
六
１

の
符
号
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



四
十
三

公
判
調
書

裁
判
員
又
は
補
充
裁
判
員
が
立
ち
会
っ
た
公
判
期
日
の
公
判
調
書
に
は
、
刑
事
訴
訟
規
則
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る
事
項

の
ほ
か
、
立
ち
会
っ
た
裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員
の
二
十
六
１

の
符
号
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



四
十
四

鑑
定
手
続
実
施
決
定
が
あ
っ
た
場
合
の
公
判
前
整
理
手
続
調
書

鑑
定
手
続
実
施
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
公
判
前
整
理
手
続
調
書
に
は
刑
事
訴
訟
規
則
第
二
百
十
七
条
の
十
四
に
規
定

す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

出
頭
し
た
鑑
定
人
の
氏
名





鑑
定
人
の
尋
問
及
び
供
述



四
十
五

評
議
に
お
け
る
配
慮

構
成
裁
判
官
（
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
成
裁
判
官
を
い
う
。
）
は
、
評
議
に
お
い
て
、
裁
判
員
か
ら
審
理
の
内

容
を
踏
ま
え
て
各
自
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
合
議
体
の
構
成
員
の
間
で
、
充
実
し
た
意
見
交
換
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
配
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
十
六

弁
論
終
結
前
の
評
議

裁
判
長
は
、
弁
論
終
結
前
に
評
議
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
裁
判
員
に
対
し
、
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定

す
る
裁
判
員
の
関
与
す
る
判
断
は
、
弁
論
終
結
後
に
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
十
七

裁
判
員
の
選
任
及
び
解
任
等
に
関
す
る
書
類
の
謄
写

１

法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
法
第
二
章
第
二
節
及
び
第
三
節
に
規
定
す
る
手
続
に
関
す
る
書
類

（
十
二
３
及
び
十
五
２
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
（
法
第
三
十
八
条
第
二
項
（
法

第
四
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
質
問
及
び
こ
れ
に
対
す
る
陳
述
並
び
に
裁
判
員
、
補
充
裁
判
員
若
し
く
は
裁
判
員
候
補
者
又
は
こ



れ
ら
で
あ
っ
た
者
の
個
人
を
特
定
す
る
に
足
り
る
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
部
分
は
、
謄
写
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
。

２

１
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
裁
判
員
、
補
充
裁
判
員
又
は
裁
判
員
候
補
者
か
ら
の
申
立
て
に
関
す
る
書
類
は
、
謄
写

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
十
八

検
察
官
及
び
弁
護
人
の
訴
訟
遅
延
行
為
に
対
す
る
処
置

刑
事
訴
訟
規
則
第
三
百
三
条
の
規
定
は
、
検
察
官
又
は
弁
護
人
が
訴
訟
手
続
に
関
す
る
法
律
又
は
裁
判
所
の
規
則
に
違
反

し
、
裁
判
員
等
選
任
手
続
の
迅
速
な
進
行
を
妨
げ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四
十
九

附
則

１

こ
の
規
則
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
二
、
十
一
か
ら
十
三
ま
で
、
十
五
及
び
四
十
七
の
規
定
は
、

法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

裁
判
所
の
非
常
勤
職
員
の
政
治
的
行
為
制
限
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
十
五

号
）
を
次
の
と
お
り
改
め
る
こ
と
。

本
則
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
本
則
に
第
一
号
と
し
て
次



の
一
号
を
加
え
る
。

裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員



３

政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
二
条
の
九
第
一
項
第
二
号
の
非
常
勤
職
員
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
平
成
四
年
最
高
裁
判
所

規
則
第
十
三
号
）
を
次
の
と
お
り
改
め
る
こ
と
。

本
則
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
本
則
に
第
一
号
と
し
て
次
の

一
号
を
加
え
る
。

裁
判
員
及
び
補
充
裁
判
員





別
表

裁
判
員
裁
判
に
関
す
る
事
務
を
取
り
扱
う
地
方
裁
判
所
の
支
部

取

扱

区

域

東
京
地
方
裁
判
所
八
王
子
支
部

東
京
地
方
裁
判
所
八
王
子
支
部
管
轄
区
域

横
浜
地
方
裁
判
所
小
田
原
支
部

横
浜
地
方
裁
判
所
小
田
原
支
部
管
轄
区
域

静
岡
地
方
裁
判
所
沼
津
支
部

静
岡
地
方
裁
判
所
沼
津
支
部
管
轄
区
域

静
岡
地
方
裁
判
所
富
士
支
部
管
轄
区
域

静
岡
地
方
裁
判
所
下
田
支
部
管
轄
区
域

静
岡
地
方
裁
判
所
浜
松
支
部

静
岡
地
方
裁
判
所
浜
松
支
部
管
轄
区
域



静
岡
地
方
裁
判
所
掛
川
支
部
管
轄
区
域

長
野
地
方
裁
判
所
松
本
支
部

長
野
地
方
裁
判
所
松
本
支
部
管
轄
区
域

長
野
地
方
裁
判
所
諏
訪
支
部
管
轄
区
域

長
野
地
方
裁
判
所
飯
田
支
部
管
轄
区
域

長
野
地
方
裁
判
所
伊
那
支
部
管
轄
区
域

大
阪
地
方
裁
判
所
堺
支
部

大
阪
地
方
裁
判
所
堺
支
部
管
轄
区
域

大
阪
地
方
裁
判
所
岸
和
田
支
部
管
轄
区
域

神
戸
地
方
裁
判
所
姫
路
支
部

神
戸
地
方
裁
判
所
姫
路
支
部
管
轄
区
域

神
戸
地
方
裁
判
所
社
支
部
管
轄
区
域

神
戸
地
方
裁
判
所
龍
野
支
部
管
轄
区
域



神
戸
地
方
裁
判
所
豊
岡
支
部
管
轄
区
域

名
古
屋
地
方
裁
判
所
岡
崎
支
部

名
古
屋
地
方
裁
判
所
岡
崎
支
部
管
轄
区
域

名
古
屋
地
方
裁
判
所
豊
橋
支
部
管
轄
区
域

福
岡
地
方
裁
判
所
小
倉
支
部

福
岡
地
方
裁
判
所
小
倉
支
部
管
轄
区
域

福
岡
地
方
裁
判
所
行
橋
支
部
管
轄
区
域

福
島
地
方
裁
判
所
郡
山
支
部

福
島
地
方
裁
判
所
郡
山
支
部
管
轄
区
域

福
島
地
方
裁
判
所
白
河
支
部
管
轄
区
域

福
島
地
方
裁
判
所
会
津
若
松
支
部
管
轄
区
域

福
島
地
方
裁
判
所
い
わ
き
支
部
管
轄
区
域
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